
放送の社会的,経 済的分析に関する一考察

二つの知的営為の融合化のために

荒 井 宏 祐

 Comments on the Analysis of Broadcasting 

—Combining the Social and Economic  Study -

            Hirosuke Arai

 Many changes have been taking place in the world of broadcasting , including a revolution in in-
formation technology, deregulation, commercialization and internationalization . These changes 

have also affected the way that broadcasting is studied. 

 The introduction of a commercial broadcasting system for Europe in the 1980's and the inter-

nationalization of the TV program market have both increased the economic and commercial value 

of broadcasting. This has generated a boom in the economic analysis of broadcasting and drawn 

criticisms of the increasing weight of economic factors in broadcasting, which some belive should 

be engaged in cultural activities. 

 This thesis is  intended  to examine major documents on this subject available in Japan as well as 

Europe  and the United States ; to study the characteristic features of the trend , determine the pos-
sibility of cooperation in the study of the two fields , and finally to point to the possiblity of writ-

ing of a new report on the study of broadcasting which considers both the economic and social 

functions of media.

はじめに

最近の放送分野における変動はこれまで以

上に激 しいものがある。この変動要因には複

雑,多 岐なものがあろうが,な かで も放送 ・

通信衛星,光 ファイバーケーブル等新 しい情

報技術の革新が もたらした影響は,独 の公法

学者でハンスブレドゥ放送研究所長のウォル

フガング ・ホフマンeリ ームが指摘するよう

に,「西欧社会の経済的構造,政 治的諸変化,

法体系」などの分野にも広 くかつ深 く及んで

いるようである(注1)。このいわゆるコミュニ

ケーション革命は同時に,ケ ネス ・ダイソン

(ブラッドフォー ド大学 ヨーロッパ研究部門

教授)ら がのべるごとく(注2),ヨーロッパの

活性化や軍事衛星等国家防衛のための戦略的

資源となったほか,コ ミュニケーション分野

への多国籍企業の進出等,放 送の市場を国際

化 して投資や雇用機会,税 収等を増大 させ,

多 くの経済的利益を生み出 した。そのためそ

れまで相対的に国家的規制が強かった西欧諸

国家は,国 益の増大を図るためこぞって規制

緩和政策を打ち出したのであった。

技術革新,規 制緩和,商 業的 ・経済的要素
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の重視,市 場の国際化等を中心とするこうし

た変動は,放 送界に,新 しい放送秩序をどの

ように構築 し,自 らの発展を確保すべきかと

い う課題を投 げかけるに至 った。表1に は

1950年 代半ばから35年間の,世 界の放送界の

主な動 きが示されている。技術革新,規 制緩

和,商 業化,国 際化にかかわる変化の多いこ

とが うかがえよう。とくにヨーロッパ大陸で

顕著なのは,'70年 代以降急速に高 まる商業

的 ・経済的要素の重視であ り,典 型的にはそ

れまでの公共放送独占体制から公共 ・民間併

存体制への転換 となってあらわれてきている。

イタリアの公共放送独占違憲判決('74),仏

の民放漸進導入放送法の制定('82),西 独の

商業放送導入放送法の合憲判決('86),仏 の

公共テレビ(TF1)の 民営化('87)等 がこ

れである。また,こ のほどすでに'50年代から

併存体制をとった英でも商業放送の拡充等を

めざす改革法案が議会を通過,成 立 した。

こうした放送における商業的 ・経済的要素

の重視は,放 送研究の分野にも新たな影響を

もたらしている。即ち経済学者には放送のか

かえる諸問題に対する経済学的接近への関心

をいっそう促 し,社 会学者やマスコ ミュニ

ケーシ ョン研究者等非経済学の分野の学者に

は放送の社会的,文 化的要素に及ぼすインパ

クトへの関心を改めて喚起 して,多 くの文献

があらわれると同時に,両 者間には一種の論

争 もみ られるようになった。

これ らにかかわる主な動向について,筆 者

は'88年 に一度 とりあげてみた ことがある

(調査研究 ノー ト 「経済学は放送の諸問題を

どう扱 うことができるか」『放送研究 と調査』
'88

,12日 本放送出版協会一以下 「前著」とい

う)。その後 こうした潮流はますますはっき

りした形をとってきている。例えば放送の経

済的要素に関する研究は,か つて1950年 代か

ら'70年 代 にかけては経済学者が もっぱら経

済学の観点か らの分析で一冊の文献をうめる

という形(モ ノタイプ)の ものが多かった。

しか し'80年代頃からはコミュニケーション

や社会学,政 治経済学等の専門家などとの共

著 という形(マ ルチタイプ)を とるものが目

立って きている(例 えば 「放送における自

由」(注3),「テレビとその視聴者」(注4),「規制

緩和 と商業テレビの将来」(注5)など)。これら

はいわば同一の研究対象領域について経済学

と非経済学の両分野がお互いに接近 し合う学

際的研究のあらわれとも考えられ,放 送の転

換期の諸問題をめぐる知的営為が一段 と熱を

おびてきている様子がうかがわれる。非経済

学者の,こ の種の新 しい問題に対する関心は

衰えを見せず,後 でとりあげるように,J.G

ブラムラー(英 ・リーズ大学テレビ研究セン

ター所長,国 際コ ミュニケーション学会会

長)な ども次々に新著をあらわしている(後

述の 「新 しいテレビ市場における公共政策の

役割)の ほか 「放送の財源一国際比較ハン ド

ブック」等が近刊 とのこと)。

経済学の分野とマスコミ論等の非経済学の

分野 とは放送研究に関しては同じ社会科学の

中で も従来学際的研究が濃厚であったとはい

えず,い わば二つの文化体系が研究上独立 し

て動いていた観が否めなかった。この小稿で

は前著にひきつづいて,新 秩序構築に向う転

換期の中で,放 送研究の新 しい観点として登

場した,放 送の社会的あるいは経済的要素を

め ぐる経済学,非 経済学双方の分野か らの研

究文献例を吟味したささやかな結果を報告 し,

これからの放送研究の方向の一つを改めて考

える一助 としたい。

放送の社会的ないし経済的分析の問題領域

とそのアプローチの例 はここでとりあげる以

外にも多 くのものがある。またここで扱 った

問題についても別の接近方法が可能である。

これらの追跡には継続的な研究が必要であり,

この小稿 はそのためのささやかな手がか りに

すぎない。なお,本 稿をまとめるにあたり尾

上久雄先生(京 都大学名誉教授)を はじめと

する放送社会経済研究会の方々のご指導 とこ
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表1世 界の 放送 年表(1954～1989)

1954(米)NBC,CBS,カ ラー テ レ ビ放 送 開 始

(NTSC方 式)

ユーロジ ビョン発足

(英)商 業 テ レビ導入 のテレビジ ョン法制定,

ITA(IndependentTelevisionAuthority)設

立

1955(英)商 業 テ レビ,ロ ン ド冫で放送開始

(北朝鮮)朝 鮮 中央放送委 員会,ラ ジ オ放 送

開始

(タイ)テ レビ放送開始

1956(米)ア ンペ ックス社,VTRを 開発

(豪)テ レビ本放送開始

1957(英)テ レビ学校放送開始

第1回 ア ジア地域 放 送会議 開催(7月,東

京)

1958(中)北 京 テレビ局,本 放送開始

(米)通 信実験衛星ス コア打 ち上げ

(独)FMス テ レオ実験放送 開始

1960ロ ーマ オ リンピ ック実況 をユーロビジ ョンで

中継

(米)大 統 領選 でケネデ ィとニク ソン,テ レ

ビ討論

1961(韓)KBS,テ レビ放送 開始

1962(ソ)受 信料制度廃止

(米)テ ルス ター1号 通信衛星 によ り初 の米

欧間 テレビ中継

1963(西 独)第2ド イツ ・テ レビジ ョン協会,放

送開始

1964(仏)新 放 送法施行,1945年 か らの 国営 放送

RTFは 公 共企業体ORTFに 改組

ア ジ ア放 送連 合(ABU)設 立(現 ア ジア太

平 洋放送連合)

1965ヨ ー ロッパ会議(7か 国)で 海賊放送禁止法

制 定 を決議

(米)レ イ ンジャー9号,月 面のテ レビ中継

成功

(米)初 の商業通信衛星 イ ンテルサ ット1号

打 ち上げ

(ソ)通 信衛 星モルニア1号 打 ち上げ

(英)商 業 テ レビ,紙 巻 きたば この広告 を 中

止

1966(カ ンボ ジア),(南 ベ トナ ム)テ レビ本放 送

開始

(加)カ ラーテ レビ本放送 開始(NTSC方 式)

19675大 陸14か 国 を4衛 星で結 ぶ 「われ らの世

界」 世界同時中継 に成功(24か 国で放送)

(英),(西 独)カ ラー テ レ ビ本 放 送 開 始

(PAL方 式)

(ソ),(仏)カ ラー テ レ ビ 本 放 送 開 始

(SECAM方 式)

1968ユ ーロビジ ョン,ニ ュース素材の交換 開始

(米)CPB(CorporationforPublic

Broadcasting)設 立

(米)FCC,有 料テ レビ放送の実験 を認 可

1969(米)ア ポ ロ11号,月 面か ら宇 宙 中継(7月

21日)

(米)PublicBroadcastingの テ レビ全 国 ネ ッ

トワークPBS設 立(「 セサ ミス トリー ト」放

送開始)

1970(米)FCC,国 内通信 衛星 シス テムの建 設決

定

1971(米)紙 巻 きた ばこの広告放送,法 律 で全面

禁止

(英)公 開大学,BBCの ラジオ ・テ レビで授

業開始

(英)BBCとITA,そ れぞれ番組苦 情処 理委

員会 を設置

1972(中)ニ クソ ン米大統領 の中国訪問 を衛 星 中

継

(英)商 業 ローカル ラジオ導入の ための ラジ

オ法 施行,ITAはIBA(lndependentBroad-

castingAuthotity)に 改組

(加)国 内通信衛星 アニ ク1号 打ち上げ

1973石 油 シ ョックによるエ ネルギ ー危機で世界各

国で放送時 間の短縮 ・削減続 く

(韓)新 放送法 に よ り国営放 送 は公共企 業体

の韓 国放送公社(KBS)に 改組

1974(伊)憲 法裁判所,イ タ リア放 送協会(RAI)

の放送独 占は違憲 と判決

(仏)新 放送法 施行,ORTFは7事 業体 に分

割(75年1月 発足)

(豪)政 府,ABCの 受信許可料 制度廃止

長波 ・中波放送 に関す る国際会議(～1975)

で中波チ ャンネル間隔 を9kHzに 統一

(仏 ・西独)両 国共 同開発 の実験 通信衛星 シ

ンフ ォニー打ち上げ(12A)

1975(豪)カ ラーテ レビ本放送開始(PAL方 式)

(米)3大 ネ ッ トワー ク,フ ァミリーアワー

制定

(暴力 ・性描写の 自粛)

1976(印)イ ン ド国営テ レビ(DDI)発 足(4月)

(イ ン ドネ シア)国 内通信 衛星パ ラパ1号 打
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ち上 げ(7月)

(ソ)極 北 ・シベ リア向けDBSサ ービス用エ

ク ラン衛星打ち上げ(10月)

(英)テ レテキ ス ト(シ ー フ ァクス)本 放送

開始(11A)

1977放 送 衛 星 に関す る国際 会議(WARC-BS)

で放 送衛星の業務運営 ・周 波数割 り当て決定

(日本 に8チ ャンネル割 り当て)

1978第20回 ユ ネスコ総会(パ リ),「 マスメデ ィア

宣言」採択(10月)

1979(中)「 テ レビ大学」放送開始(2月)

1980コ ミュニケーシ ョン問題研 究国際委 員会(マ

クブ ライ ド委員会),最 終報告書 をユ ネスコ

へ提 出(2月)

(西独)テ レテキス ト全 国向けサー ビス実験

お よび ビデ オテ ックス実験 開始(と もに6

月)

(米)ケ ー ブ ル ・ニ ュース ・ネ ッ トワーク

(CNN)サ ー ビス開始(6月)

(韓)新 聞 ・通信社,放 送機 関の再編成 に よ

り,KBS,MBC,CBS,の 三 つ に整 理 統 合

(12月)

1981(仏)非 合 法 「自由ラジ オ」 を私営 ロー カル

ラジ オとして認める法律 を施行(11月)

1982(仏)新 放送法制定(7月),公 共放送独 占を

廃 し,漸 進的 に民放導入へ

(英)民 放 テ レ ビ 「チ ャンネル4」 が放送開

始(11月)

1983(イ ン ドネシア)国 内通信衛 星パ ラパB1打

ち上 げ(6月)

ユ ーテ ルサ ッ ト,欧 州通信 衛星ECS1打 ち

上げ(6月)

(印)多 目的実用 衛星 イ ンサ ッ ト1B打 ち上

げ(8月)

1984(西 独)都 市型CATV実 験 開始,同 時に西独

初 の民放発足(1月)

(中)実 験用 国内通信衛星打 ち上げ(4月)

(英)ケ ー ブル ・放送 法 成立(7月26日),

ケーブル ・オーソ リテ ィを設立(・=.日)

(伊)ベ ルルス コー二,3大 民間 テ レビ系列

を傘 下に収める(8月)

(仏)国 内通信 衛星 テ レコム1打 ち上げ(8

月)

(仏)欧 州初 の地上系 有料 テ レビ 「カナ ル ・

プ ラス」発足(11月)

(西独)西 ドイ ッ各 州で新放送法 ・メデ ィア

法成立(一一一1985)

1985ア ラブ衛星通信機構 の地域通信衛 星 アラブサ

ット打ち上げ(2月)

ブラジル国内通信衛星ブ ラジルサ ッ ト打 ち上

げ(2月)

(米)放 送企業の大型買収相次 ぐ

(豪)多 目的通信 衛星 オーサ ッ ト1号(8月

28日),2号(11月27日)打 ち上げ

1986(仏)初 の商業 テ レ ビ 「ラ ・サ ンク」 とTV

6(現 在 のM6)放 送開始(2月 ～3.月)

(仏)新 放送法成立(9月),放 送行政 の管理

機 関CNCL設 置(11月)な どの改革 実施

(中)「 衛星教育 テ レビ」 開始(10月1日)

(独)連 邦憲 法裁判所,民 間放送導 入 を合憲

と裁定(11月6日)

(英)衛 星放 送 の免 許 はBSB(BritishSatel-

liteBroadcasting)社 が取得(12月11日)

1987(ベ ル ギー)オ ランダ語 と仏語 の両地域 に各

1系 統の商業テ レビを認 める法律 が成立(1

月)

(独)民 間放送 の導 入な どを定 めた放送 制度

の再編成 に関す る州間協 定成立(3月12日)

(12月1日 発効)

(仏)公 共 テレビTF1を 民営化(4月)

(独)放 送衛 星TV-SAT打 ち上 げ(11A20

日),故 障 のため放棄

1988(仏)TDF1衛 星打 ち上 げ成功(10A)

(英)政 府,放 送 白書 を発表(11月)

(ル)申 出力放 送衛星 アス トラ打 ち上 げ(12

月)

1989(仏)新 放送 法公布,放 送に関す る新行政機

関CSA発 足(1月)

ア ス トラ衛 星,欧 州初 の衛 星 放送 開始(2

月)ヨ ーロ ッパ 会議,国 境 を越 えるテ レビ放

送に関す る協約 を採択(3月)

ヨー ロ ッパ の4放 送 衛 星(Tele-X一 ス ウ

ェーデ ン,オ リンパス ーESA,TV-SAT2一

西 ドイツ,BSBマ ル コポー ロー イギ リス)

打ち上げ(4月 ～8月)

国境 を越 え るテ レビでECが 指令 を採択(10

月)

(英)政 府,新 放送法案 を提出(12月)

「デ ー タ ブ ッ ク 世 界 の 放 送1990」NHK編

'90
.9か ら
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協力を得たことに感謝したい。

1放 送の社会的,経 済的分析にかかわ

る研究の促進要因

本論に入る前 に,何 故現在放送の社会的あ

るいは経済的要素をめぐる研究が促進されつ

つあるのか,密 接な関連があると思われる要

因を,経 済学的分析 と非経済学的分析の二つ

に分けて整理しておきたい。

(1)放 送の経済学的分析の促進要因

さまざまな要因が多様な形で結合し,複 合

的なものと思われるが,前 著では作業的な試

みとして次のように大 きく2分 してみた。こ

の分類は今でも有効のように考えられる。

① 内発的(理 論的)要 因

他の産業にない放送産業の特徴など,経 済

学者の理論的関心を喚起する要因

② 外発的(現 在的)要 因

「はじめに」でのべたような現代的状況の

変化からくる要因

以下前著での分析要旨とその後の主な動向

をあわせてまとめてみると次のようになる。

① 内発的(理 論的)要 因

放送に関する諸問題を経済学の立場か ら研

究しようとする動 きは実は今に始まったこと

ではない。例えば1950年 には,現 在シカゴ大

学の経済学者として著名なR.Hコ ース教授

(当時ロンドン大学経済学助教授)が あらわ

した 「イギリスの放送一独占の研究」などが

有名である。 またアメリカではとくに,'50
～'70年代にかけて活発な展開がみられる(注6)

。

前著で紹介 したベイツは,放 送の問題に何故

経済学者が注 目するのかその理由を,放 送の

公共性から由来する政府等の規制を土地の借

用にかかわる地代の問題になぞらえて次のよ

うにいっている。「第1に 放送がきびしい規

制産業であるが故に,規 制に起因する特殊な

地代の問題,つ まり番組編成に関する公共財

としての規制に伴 う社会厚生上の意味を含

む」からである。また第二に放送が 「二重の

財」を含むからである。放送産業は 「番組編

成という一つの有形な生産物を生産する。次

にそれは1分 当りの視聴者のアクセスという

もう一つの無形の生産物と交換 される。つい

で収入を生み出すために,こ の視聴者に対す

るアクセスが売 りに出される。腆(注6)」

こうした指摘は研究対象のきわだった特徴

が学問的関心をひき出した例 とみられ,内 発

的,理 論的要因とよべるであろう。ベイツの

論文は'87年 に発表 されたが,こ うした理論

的関心はその後一面では放送をもっぱら文化

的問題として扱うというアプローチへの,経

済学者からの批判という形でもあらわれるよ

うになった。例えば次章で紹介する 「テレビ

の経済学一 イギ リスの事例」(1988)の 著者

らは,こ れまでイギリスでとられてきた,主

として文化主義的立場からのみ放送を扱うと

い うアプローチ を 「文化主義者 の偏 向」

(culturalistbias)と 批判 し,次 のように述

べている。「文化的エ リー トは……放送政策

を経済分析の俗物的な影響からは自由なもの

とみることを自己の職務 と考えている。 しか

し,す べての文化的生産と消費はかなりな程

度希少資源の配分と利用に依存 し,そ れによ

って規定される。経済学の専門家が自らに問

うものこそ,こ の資源はいかなる過程で配分

されるべ きかという問題である。」(注7)

② 外発的(現 代的)要 因

これにもさまざまなものが考えられるが例

示すれば次のようになる。

ア 技術的要因……放送の経済学的研究に

直接与 えた影響 としては,英 のBBC(公 共

放送)の 財源方策 を検討 した ピーコ ックリ

ポー ト(1986(注8))に あらわれているように,

放送サービスの供給者と消費者 を直結せ しめ

て 「視聴者主権による市場原理」を 「はじめ

て放送の世界で も成立させた唯一の契機」で
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ある光ファイバーネットワーク技術実用化の

例があげられる。こうした放送サービスの需

給関係を直結できる技術は光ファイバーのみ

ならず,例 えばスクランブル方式(テ レビ映

像の同期信号などをくず して,そ れを回復す

る装置がなければ正常な番組を視聴できなく

する技術)を 利用 して,日 本でも近 く本格的

サービスが始 まる有料契約放送(「 日本衛星

放送一JSB」 や 「衛星デジタル音楽放送一

SDAB」 な どによる)な どがあげられる。番

組あたり,チ ャンネルあた りの有料視聴を可

能にする新技術の展開は,こ の種の技術的要

因の強化を予想させるものであろう。

イ 経済的要因……技術的要因とも関連が

深い。「放送の経済的拡大の推進力は技術革

新への投資 に熱心な経済的関心である」(ホ

フマ ン=リ ーム,出典(注1))という言葉の通 り,

新技術実用化への投資効果 を最大にするため,

市場分析などの経済学的なアプローチが進め

られるのはよくみられる所である。こうした

動向はまた一国の経済活動の重点が しだいに

第三次産業への傾斜を深くしていくマクロな

産業構造の変動ともかかわっていよう。経済

のソフ ト化 ・サービス化,情 報化の動 きは当

然ながら市場競争原理に基づいて展開されて

いる。情報産業の有力な分野の一つ としての

放送産業 もこうした流れの中に組み込まれつ

つあるものとみることができよう。

ウ 政治的要因……ピーコックリポー トに

ついては 「報告が主張する市場原理は,民 間

資金の活用や公共事業の民営化を主張するサ

ッチャー政権の政治姿勢 と基本的に合致する

思想 であ る」 との指摘が ある(西 谷 茂一

NHK放 送文化調査研究年報No.32)。 こうし

た指摘はいわば放送政策が産業政策の一環と

し位置づけられつつあることを示唆 していよ

う。このような政治的要因は前述 したような

市場の国際化の動 きなどとも結びつ き,さ ら

に力 を増 しているようである。

工 制度的要因……放送政策を産業政策と

してとらえ直すことは制度的要因の形成につ

ながる面もある。ホフマ ン=リ ームは,経 済

的関心が 「伝統的な公共放送独占体制を打破

したいという欲望を政治的に刺激するという

目標を追加することがある」(購注i)とのべて

いる。ピーコックリポー トのような財政学者

による経済学的分析が求められたのもこうし

た背景による所が大 きいと思われる。また制

度的に西側諸国が規制緩和政策を打ち出 した

のも,ダ イソンらの指摘のように国益の増大

という産業振興の目的のためとみられている。

オ 社会的要因……放送に対する根強い批

判の一つは,放 送局 と視聴者の間のつなが り

が一方的で,後 者の意向が前者に十分反映さ

れないというものであった。1977年 にイギリ

スの放送制度改革案を提起したアナン委員会

は 「パブリックアカウンタビリティ」(視 聴

者に放送局が自己の行動を説明する責務)を

強調し,放 送世論調査委員会等の設置を勧告

した(村 井仁NHK放 送文化調査研究年報

No.24)。 このいわばサービスの需給間の不

均衡という問題は,昔 か ら経済学が得意な領

域の一つであった。そのためこうした放送局

の活動 と視聴者の意向,評 価との関係 にかか

わる問題は経済学的分析にもっともよく適合

するものの一つであ り,事 実後述の英 ・IBA

のテレビ放送の費用便益分析など多 くの研究

がみられる。

以上前著でも指摘 したこれら5要 因のほか

に,新 たに次の二つの要因を追加することが

できる。

力 文化的要因……ピーコック委員会など

で放送の財源政策にかかわる検討が進む中で,

財源と放送の社会性,文 化性とかかわる番組

編成や個別番組の品質 との関連が注目を集め

ることになった。ロンドンスクールオブエコ

ノミクス(LSE)の ノシターは 「混合経済 と

してのイギ リスのテ レビ」 という報告書 を

ピーコック委員会に送 り,そ の中でBBCに

おける財政上の変化が番組の種類(又 は範
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囲)と 質に与える影響を論 じている(注9)。ま

た,イ ギリス商業放送改革法の中でも商業放

送と,割 り当て衛星放送電波の免許にさいし,

番組の質の審査が重視されている。さらに番

組の国際貿易の展開につれて,輸 入番組に含

まれる番組制作国の価値観の他国への影響 と

経済的利益 との対立,即 ち文化 と経済のかか

わりを論じる研究 もあらわれている(次 章 コ

リンズらの論文参照)。

キ 国際的要因……衛星等番組伝搬技術の

発達のために放送がますます国境 をこえてい

る。ECは1984年 にグリーンペーパー 「国境

のないテ レビジョン」を採択 し,そ の中で

「放送は主として経済活動である」旨をのべ

ている。放送市場の国際化は後述のとお り,

さまざまな経済学的接近をよんでいる(次 章

ワィル ドマンらの論文等参照)。

放送の経済学的分析を促進する要因として

はほかにもさまざまなものが考えられよう。

また内発的要因と外発的要因の問の関連も指

摘できよう。規制緩和,市 場競争原理重視等

の国際的動向は経済学説史研究の観点からは,

いわば新古典派経済学理論の台頭 とみること

もできるであろう。ともあれこうした現代的,

外発的要因と理論的,内 発的要因とが相互に

からみ合いなが ら放送の経済学的分析を進行

させているのであろう。このことは,次 にの

べる非経済学的な分野からの研究促進要因に

ついてもあてはまるのではあるまいか。

(2)放 送の経済的要素にかかわる非経済学の

分野 からの研究促進要因

ここで も内発的,外 発的,二 つの要因が区

別できそうである。即ち内発的要因としては,

これまでの文献のあらわれ方の中には,経 済

学の立場からのアプローチに触発されるとい

う形の理論的要因をうかがわせるものがある。

例えば前 出のピーコック委員会('85年 設置)

は視聴者主権に基づ く高度に発達 した市場原

理で運営 される放送システムの実現を構想 し

た。 しか しその検討過程では,J.Gブ ラム

ラーらは,厂公共放送の必須の機能は市場原

理が要請する視聴者 を極大化するような戦略

には完全に依存すべ きではない」 とする意見

を'86年 に出している(注io)。さらにアメリカ

ではピーコックリポー トに先立つ'82年 に,

前連邦通信委員会(FCC)フ アウラー委員長

らは,周 波数帯の自由な譲渡制など放送事業

に大幅な自由市場原理を導入すべ きだとする

論文を発表した(注11)。この主張に対 しては日

本の放送問題総合研究会が 「市場機構が果た

して国民の知る権利を十分保障しうるもので

あるか否か,最 大の問題点はここにある」

(同研 究会報告書)と 批 判 を加 えて いる

('88年)。

もう一つの外発的要因については,放 送の

経済的,商 業的要素の重視という現代的状況

の変化そのものに注 目した ものがある。いわ

ば現代的要因で,例 えば前出の公法学者ホフ

マン=リ ームの論文があげられる。彼は 「法,

政治とニューメディアー放送規制の諸傾向」

という論文('86年)の 中で,民 放方式の採

用やヨーロ ッパ共通市場の実現をめざすEC

法制の動きなどから,放 送政策と法規の枠組

に経済第一主義に基づ く転換の徴候がみられ

ることを批判的に指摘 している。その主な例

は次の通 りである。

⑧ 「信託モデル」(放送は社会の信託を受

けて社会的利益のすべてを考慮に入れ,調 和

ある番組編成を行なうべきだとする政策モデ

ル)か ら 「市場モデル」(番 組は利潤最大化

のために編成され,何 が満されるべ きニーズ

かは市場の力が決定するとする政策モデル)

への転換

⑤ 放送システムの 「文化的法制化」政策

(放送の政治的,文 化的意義を第1に 考える

政策)か ら 「経済的法制化」政策(放 送のも

たらす経済的利益を第1に 考える政策)へ の

転換

◎ 「コミュニケー シ ョンの 自由」政策
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(自由にコミュニケー トする権利 を何 よりも

尊重する政策)か ら 「放送企業家精神の自

由」政策(経 済的自由の権利 としての商業的

コミュニケーションビジネスの自由を第1に

尊重する政策)へ の転換

以上の例 にはいずれも,放 送における商業

的要素の拡大などの状況変化に対する,非 経

済学者の多分に批判的な関心が うかがわれよ

う。

2放 送の社会的,経 済的分析に関する

文献の事例研究

前著では収集論文の中から主要なものを次

の4項 目に分けて紹介,分 析を試みた。

(1)理 論モデルによる経済的分析……ベイ

ツの 「放送経済学における理論の役割一概観

と展望」(出典註6)

(2)放 送 の規制 に関す る研究……ファウ

ラーらの 「放送規制への市場アプローチ」佩

注11)

(3)公 共 放 送 サ ー ビス をめ ぐる 問題 … … 上

記 フ ァ ウラ ー らの 論 文 の ほ か ブ ラ ム ラ ー らの

「放 送 の財 源 と番 組 の 質一 国 際比 較 に よ る検

討 」(同註1°),オ ー ウ ェ ン らの 厂番 組 選 択 の 諸

理 論」(注12)

(4)放 送 に 関 す る経 済 的 評 価 の 問 題 … …

オ ー ウ ェ ン らの 「公 共 テ レ ビ ジ ョ ン」(注13),

ベ ー ゼ ンら 「テ レ ビネ ッ トワ ー クの構 造 と行

動 に関 す る 規 制 の 評 価 基 準 」(注14),CSPイ ン

ター ナ シ ョナ ル研 究 報 告 書(注15)

今 回 はそ の後 の収 集 論 文 の 中か ら重 要 な も

の を次 の4つ に分 け て紹 介,分 析 して み た い。

(1)放 送 の経 済 学 的 ア プ ロ ーチ につ い て

(2)テ レ ビ放 送 の費 用 便益 分析

(3)放 送 番 組 市 場 の 国 際 貿易 に関す る研 究

(4)経 済 的 要 素 拡 大 下 にお け るテ レ ビのた

め の公 共 政 策研 究

(1)放 送の経済学的アプローチについて

① 放送サービスの経済的特質の分析

1988年 に出た 「テレビの経済学一イギリス

の事例」(共 著者はロンドン理工科大学メデ

ィア研究室上級講師のR.コ リンズ,コ ミュ

ニケーションと情報研究セ ンター所長のN .

ガーナム,同 セ ンター経済学研究助教授 の

G.ロ ックスリィ)に,「 放送」の経済学的な

扱い方の一例がのべられている。まず著者が

注 目するのは放送サービスに含まれる経済的

特質で,放 送番組の 「非物質性」(放 送の価

値は電波やVCRな どの物質的な手段(メ デ

ィア)に あるのではなくて,そ れが運ぶ非物

質的な番組内容 にある)と 「新規性」(し か

もその価値 は内容(メ ッセージ)の 新 しさに

ある),そ れに 「公共財性」(1人 の番組視聴

は他の人の視聴 と非競合的,非 排除的(共 同

消費的)で ある)の 三つをあげている。最後

の 「公共財性」があるが故に,電 波のカバ

レージ内では顧客(視 聴者)が1人 追加され

ても生産(番 組制作)費 用は増加 しないとい

う,い わゆる 「規模の経済」が働 くこと。ま

た通常では番組視聴が直接の支払い行為と結

びつかず,従 って市場メカニズムが十分機能

しないことを指摘 して,そ こに政府が介入す

る根拠を認めている。さらに放送産業の文化

産業 としての特質を論 じて,こ の規模の経済

が働 くことで,放 送産業は顧客1人 あた りの

費用の低下分を供給費用の引き下げに結びつ

けて市場規模の拡大を図 り,そ れによって好

ましい需要 と供給増加の良循環が期待できる。

これは出版など文化産業一般がもつ特質であ

るが,放 送産業にはこの特質が特に目立つと

指摘 している。また1人 あた りの番組視聴コ

ス トが極端に低いこともあって,放 送産業は

番組の 「新規性」など価格以外の所で競争せ

ざるをえない 「非価格競争」の形をとる,そ

して絶えざる新規番組の制作費のほかに広告

や顧客サービスなどの費用等が伴 うので,放

送産業は常にコス ト上昇圧力を内部に包含す
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ることになる。とものべている。また著者は

非文化産業とは異なり,放 送産業で生産とよ

びうるものはこの番組の新規性を生み出す活

動即ち 「研究開発」であること。そ して顧客

からの新 しい需要に常に反応せざるをえない

ため,供 給製品(番 組)が うまく需要に適合

するかどうか絶えず不確実な状況におかれて

いるので,放 送産業の分析にはむしろ不確実

性の経済学で扱われるモデルがよりよく適合

すること。またそのため放送産業は,い わゆ

る番組の総合編成の名のもとに,さ まざまな

種 目の番組を供給 してその問の内部相互補助

効果 を狙 う,「範囲の経済」 を追求する必要

にせまられるとしている。(蹠注7等)

② 放送サービスの経済的特質と規制根拠

以上がコリンズらの論文の骨子であるが,

これらの論点のうちには,こ れまで放送研究

が扱 ってきた論点と重要なかかわりをもつと

思われるものが含まれている。なかでも大 き

いのが放送の公共性の論拠をめぐる問題であ

る。具体例で考えてみると前著でも指摘 して

おいたが,通 常の電波にスクランブルをかけ

た有料テレビサービスのように,技 術的に非

排除性を解消した放送サービスでも公共財と

しての性格が残るかどうか という問題があげ

られる。スタンフォー ド大学のオーウェンら

は非競合性(共 同消費性)が 残る限 り 「番組

は依然 として公共財である」。同一カバ レー

ジ内では無料であるのにもしそれが有料テレ

ビ方式で送 られ,追 加的に課金することで,

ある人々を排除するとしたら 「社会は費用の

かからないある便益を失ったことになる」(蹠

注12)とのべ ている。つまりオーウェンらは技

術的に非排除性がな くなっても,公 共財のも

う一つの特徴である共同消費性(非 競合性)

が番組に残る限り,そ のサービスは公共財と

しての性格 を失わないと主張 しているのであ

る。事実連邦通信委員会(FCC)で も'75年

から'87年 までは地上のテレビ局による有料

サービスを,「使用する技術に関係なく,マ

スオーディエンスにアッピールするよう企画,

制作 されたテレビ番組の送信」が 「公衆 によ

って直接に受信 されることを意図」している

という,い わば 「番組内容に基礎をお くアプ

ローチ」によって 「放送」 として認可してき

た。 しか し'87年 に至 ってFCCは これを否定

し,有 料テ レビはスクランブルなど 「非加入

者による利用を阻止するための通信技術 を使

っている」ので 「公衆によって直接受信され

ることを意図 していない」として,「放送」

から除外する 「技術 に基礎 をお くアプロー

チ」 に変更する判断 を示 した。つま りFCC

は'75年 の判断とは逆に,い わば放送の 「非

競合性」の有無から 「非排除性」の有無に,

そのサービスが 「放送」か否かの判断の重点

を移行させたとみることがで きる。(注16)

この判断には市民グループなどから訴訟が

おきたが,コ ロンビア特別区連邦裁判所 は
'88年6月 この判断を支持する判決を下 し,

つづいて最高裁判所も原告側の,「知る権利」

を侵す違憲判決ではないかとの上告をしりぞ

け,FCCの 判断は通信法の恣意的な解釈で

はないとする判断を示 したと伝えられる。最

高裁が違憲かどうかの判断をさけたことから,

放送界,市 民側では議員立法その他による対

抗措置を講じようとする動きがあ り,事 態は

なお流動的であるという。

多種多様な放送メディアの特性と規制の濃

淡 とのかかわりについては,日 本でも1987年

の郵政省放送政策懇談会の報告以来,文 字放

送について規制の弾力化が図られるなど両者

を関連づける政策が推進されるようになった。

また1990年2月 の郵政省 「放送の公共性に関

する調査研究会議報告」でも 「多様なメディ

アが出現 している現下の状況に鑑みると,こ

の視点からの規律の在 り方の検討が必要であ

る」 とされてお り,今 後 もさまざまな形でメ

ディア特性と規制の関連について検討が進む

ことが予想される。放送の経済学的研究の分
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野にも,ア メリカにおけるような 「放送」概

念の再定義 と関連 して,も ともと共同消費性,

非排除性を有する放送サービスが特別に有料

化 されることなどによって生 じる社会厚生上

の問題等について,厚 生経済学等の立場から

さらに突っ込んだ研究を進めてい く必要が生

じつつあるものと思われる。

③ 厂番組重複」の社会的費用

もう一つ触れておきたいのが放送サービス

における 「市場メカニズムの失敗」 とかかわ

る問題である。この 「失敗」とは公衆に供給

されるべき番組を市場に全面的に委ねた場合

には,教 育,教 養番組などある種の番組の過

少供給と同時に,娯 楽番組等大多数の視聴者

が好む番組についての過大供給が起こりうる

ことを意味 していよう。すでにホテリングは

その古典的論文(1929)に おいて,少 数の企

業が一つ以上の次元において互いに相違する

ある財ない しサービスの供給に関して競争す

る場合には,そ の財の属性についての過度の

密集ないし重複が生じるだろうといういわゆ

る 「最小差別化の原理」を主張 していた(注17)。

前記のオーウェンらもこのような番組重複は

社会 にとっての資源の浪費であ り,一 種の

「社会的費用」 とみている(出典注12)。放送メ

ディアの多様化が進んでも,同 時に放送の商

業化,寡 占化が深 まれば,現 在以上に番組重

複が激しくなるにちがいない。重複に伴 う社

会的費用の定量的測定手法の開発が必要とな

るゆえんである。

なお,番 組の過少供給,過 大供給問題を回

避するには,放 送法が定めた報道,教 育,教

養,娯 楽,各 番組の調和ある編成原則の規定

が役立つ とみられ,市 場の失敗への具体的な

政府介入 と考えることがで きる。 しか しこの

規定は先年の法改正によって民放の中波放送,

超短波放送には適用されなくなった。コリン

ズらの立場からすれば,視 聴者利益 を考えた

政府規制から市場的利益を考えた自由放任へ

の政策転換 とみられなくもあるまい。この問

題は,メ ディアの商業的特性 と規律根拠たる

社会的影響力の濃淡 との関連を含むという意

味で,法,制 度面からのアプローチと経済学

からのアプローチが交錯する研究領域に属す

る問題とも思われる。アメリカではこのよう

な 厂法律学 と経済学の学際的領域」 を扱 う

「LawandEconomics」(法 と経済学)研 究

が進んでいるときくが(注18),日本にもこうし

た研究が放送の分野でも進展することを期待

したい。

(2)テ レビ放送の費用便益分析

〈費用便益分析の考え方〉

経済学には周知のとおり,人 々がお金を払

ってまで商品やサービスを入手 しようとする

のは,そ こに一定の効用を認めているからだ

とする学説(限 界効用学派)が ある。効用 と

は簡単にいって満足の程度のことで,こ の学

派では 「消費者主権」の立場に立って社会全

体の効用は,社 会を構成する各個人の効用の

合計であらわされると考えている。

この効用の大 きさを測定するのに 「消費者

余剰」 という考え方がある。これは消費者が

商品やサービスなどを 「なしですますよりは,

む しろ支払 うことを辞 さない と考える価格

(これを支払容認価格～WillingnesstoPay

～WTPと い う)が ,実 際の支払価 格(費

用)を 超 え る 超 過 額」 で 示 さ れ る

(marshall,A.PrinciplesofEconomicslst

ed1890chVI)。 つ まり人々が商品やサービ

スから得る純効用(「 消費者の余剰満足」 と

もい う)を,こ の支払容認価格(WTP)で

測定 した満足の程度か ら費用をさしひいた分

であらわす というわけである。

またピックスはこのWTPの 求め方 とは別

に,厂すでに入手中のサービスなどが,価 格

上昇,経 済統制その他の理由で入手できな く

なるのであれば,い くらお金を払ってもらわ

ねばならないと思うか」などと尋ねる方法を
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提 起 した(Hicks,J.R.,ValueandCapital

1939chlI-CompensatingVariation)。 一 方20

世 紀 初 頭 ア メ リカで は水路 改 良等 の公 共 投 資

評 価 手 法 と して コ ス ト ・ベ ネ フ ィ ッ ト分 析

(CBA)が 生 まれ た。 こ こに 「消 費 者 余 剰 」

概 念 が と り入 れ ら れ,具 体 的 な測 定 方 法 の開

発 が進 ん だ。 こ こで は コス トは原 理 的 に はい

わ ゆ る機 会 費 用 の考 え方 で 当該 事 業 の実 施 が

な け れ ば,そ の利 用 資 源 を使 って得 られ たで

あ ろ う よ うな便 益 の大 き さ に よ って測 定 す る 。

しか しこ れ を実 際 に計 算 す るの は 困難 な ので,

効 用 学 派 が 当初 効 用 測 定 の尺 度 と した支 払 い

貨 幣額 等 そ の事 業 に関 す る直接 間接 の費 用 を

計算 す る こ とで示 す こ とが あ る 。

① イギリスにおける放送の費用便益分析

こうした費用便益分析の考え方を放送にあ

てはめて分析を試みたのが経済学者のプラッ

ランとワイルズである。ワイルズは放送番組

の多様性 と異なる番組編成行動 をとる四つの

放送機関 との最適な関係 を,番 組WTPと 視

聴率に仮の値 を入れて両者の積 をとり,そ の

合計を比較することで求めようとした(注19)。

またプラ ッテンは一番組あたりの平均WTP

の仮定値 と現実の視聴率調査結果の積から,

英のテレビ放送の年間便益を試算している(注
2°)。さらに最近では英 ・内務省の委託 を受け

たCSPイ ンターナシ ョナル(コ ンサル タン

ト会社)が,費 用便益分析の考え方と方法は

「視聴者が放送から引き出す満足を評価する

ことが中心で,放 送が文化的同一性の維持や

政治的参加に占める役割…などの評価は補足

的にしか把握できないなどの限界がある。」

しか し 「すべてを考慮した結果,我 々は厚生

経済学がテ レビの財源調達方法の変更に関す

る賛否両論を比較衡量するための最 も満足い

く定量的技術を提供すると信 じる」 と評価 し,

採用 している(鵬 注15)。便益推計の基礎 とな

るWTPに は,所 得水準の差 を反映するよう

に構成 された84人 の回答者 によるBBCと

ITV(民 放)に 対するWTP評 価調査(サ ン

プル数が僅かだが,こ れは 「統計的な信頼性

を得るためでな く,消 費者の選好に関する深

い洞察を得るため,と されている)結 果など

い くつかの資料 を利用 している。CSPで は

これらの数字を使 って人々がBBC第1テ レ

ビの番組か ら受ける便益 を,ま た費用につい

ては 「BBC第1テ レビの家計あたりの費用」

を受信許可料の45%に あたる約23ポ ンドとし

て計算 している。そ して人々がBBC第1テ

レビか ら得る純便益を,ひ とまず上記の便益

額から費用をマイナスし,さ らにその残額か

ら,一 部の人々が示 した費用(約23ポ ン ド)

以下のWTP額 の合計をさし引いた額で示 し

ている。

今回新たに得た資料によると,IBA(イ ン

デペ ンデント放送協会)の ウーバー博士は,

英のテレビ放送の主要な番組タイプ(ニ ュー

ス,軽 娯楽,ス ポーッ,ド ラマなど七つ)が

それぞれ代表されると思われる番組(BBC,

ITV,CH4)を 計38番 組選び,BARB(放 送

視聴者調査会社)の 調査システムを利用 して

「もしこういった番組をなしですます とした

ら,い くら払って もらわねばならないか」

(前記 ヒックスの考え方によっている)を 尋

ね,延 べ約5,600人 の成人か ら回答を得 た

(1985)。 この調査結果を分析 して同博士は

次のようにのべている。

◎ 各番組の値段 をタイプ別に平均 した価

格と,別 に調べた上記の番組タイプ別の週間

視聴回数をかけると,1人 あたりの週平均視

聴価格 は8.82ポ ンド,年 間458ポ ンド,1世

帯あたり1,000ポ ンド以下になる。

⑤ この研究は視聴価格の精密な合計額を

求めることが目的ではない,し か し人々が認

めているテレビの視聴価格は,年 額58ポ ンド

の受信許可料の何倍にも及んでいるという疑

いのない事実が明らかになった。

◎ 上記の結果は受信許可料が人々の享受

している効用価値よりも非常に安いものと評
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価されていることを示 している(注21)。

⑦ テレビ放送の便益費用比率の試算

ウーバー博士はこうのべているが,調 査 し

た番組 には民放のITVな どの番組 も入 って

いるので,費 用との対比では受信許可料以外

にテレビ広告料(民 放に関する消費者=視 聴

者の負担)や 番組受信に要する費用(受 信機

購入など)を 含める必要があるものと思われ

る。これらを合計 した費用額と同博士が得た

年間1人458ポ ンドを平均世帯構成人員2.9人

(ただし,1987年 の数値)に かけた便益額 と

を比べたのが表2で ある。その便益費用比率

は10.2で,英 の視聴者は年間でみると世帯平

均で費用の10倍 強の便益(効 用,即 ち満足)

を得ていることになる。

④ 公共放送(BBC)と 民間放送(ITVと

CH4)の 便益費用比率の試算

ウーバー博士に調査の対象となった34番組

について公共放送と民間放送の区別を尋ねて

みたところ,公 共放送(BBC)が7,民 間放

送(ITV,CH4)が15,両 方か ら放送 され

ているもの,あ るいは放送 されうるものが計

12番組であった。そこでこの12番組の評価額

の1/2を 公共放送 と民間放送の固有の評価値

に加え,そ れぞれの合計を公共放送 と民間放

送の便益 とした。これらの便益費用比率 を試

算 したのが表3で ある。この表の特徴は,

④ 公共放送の便益費用比率(13.2)が 民

間放送(8.8)を 上廻っている

⑤ 民間放送の便益費用比率(8.8)は テ

レビ放送全体(10.2)を 下廻 っている,な ど

である

③ 日本についての分析

わが国でここ15年来テレビ放送の費用便益

分析を研究 しているのが,放 送社会経済研究

会(代 表 尾上久雄京都大学名誉教授)で あ

る。同研究会ではウーバー博士の調査 と同年

の1985年 に,静 岡市民 を対象 に1週 間 の

NHK総 合 と民放テ レビ4局 の個別番組(15

分以上,全 日)に ついて,前 記のマーシャル

の考え方によって,視 聴 したことのある番組

がホテルのコインテレビなどのようにお金を

払わなければ見 られないとしたら,い くら支

払ってもよいと思 うか」 と尋ねる調査を行っ

た(15才 ～69才 の800人 対象,配 付回収法,

表2イ ギリスのテレビ放送の便益費用比率(世 帯平均一原則として1985年値)

①年間便益 ②年間費用
③便益費用比率

備 考
(o=o)

1,328。2ポ ン ド 129.8ポ ン ド 10.2 注11987/88の 平均世帯人

(1人458ポ ン ド×2.9人)注 ・ 次の費用の合計額÷ 員

1,870万 世帯 注2 注21984/85の テ レビ受信

⑦テレビ広告費 契約数

13億7,600万 ポ ン ド注3 注31985の 値で 「広告統計

⑦受信許可料収入のうち 年鑑 一1988」 英広告協

のテレビ相当分 会」 による

5億5,550万 ポ ン ド 注4Socialtrends19一 英

㊥受信費用 国中央統計事務所発

4億9,590万 ポ ン ド注4 行 一の1985年 度の 「テ

合 計 レビ,ビ デオ などの家

24億2,740万 ポ ン ド 庭支出額」による
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有効回答率78.0%)。 この評価値 と同時に調

査 した番組の視聴回数をかけて,週 間の視聴

者1人 あたりの平均便益は2,348.2円,年 間

12.2万 円,世 帯あたり(7才 以上2.90人)で

は年間35.5万 円という結果を得た。この便益

値 と費用に関する資料によって,全 国のテレ

ビ放送および公共放送 と民間放送の便益費用

比率の試算を試みた。この概要は表4,5の

通 りで,

④ 全国のテレビ放送では費用の約7倍 の

便益(効 用)と なっている

⑤ 公共放送では費用の11倍強,民 間放送

では約6倍 の便益(効 用)と なっている(注22)。

なお,同 研 究 会 で は1977年 に も同 じ静 岡市

で,同 一 の調 査 方 法 に よ り調 査 して い る 。 こ

の 時 も,テ レ ビ 放 送 全 体 の 便 益 費 用 比 率 は

8.5,NHK11.2,民 放7.5と'85年 調 査 と似

た傾 向 が示 され た。

④ 日 ・英両国の分析の比較

日本とイギリスでは,上 記のように質問の

形式など調査方法に違いがあるにもかかわら

ず,こ れまでの所では同じような傾向がみら

れる。即ちテレビ放送全体の便益費用比率は

いずれ もかな り高 く(ほ ぼ10倍 と7倍),ま

たどちらも公共放送が民間放送を上廻ってい

表3イ ギリスのテレビ放送における公共放送と民間放送の便益費用比率の比較

0 年 間 の 費 用 ③便益費用比率
区 分 ①年間の便益

制作 ・放送費用 番組受信費用 (10=00>

105億1,845万 ポ ン ド

公共放送 7億9,403万 5億5,550万 2億3,853万

週 間1人 平均3.73ポ ン ド× 13.2

(BBC) ポ ンド ポン ド ポ ン ド
52週 ×2.9人 ×1,870万 世 帯

143億5,360万 ポ ン ド

民間放送 16億3,337万 13億7,600万 2億5,737万
1週間1人 平均5.09ポ ン ド×1 8.8

(11'V,CH4) ポ ンド ポン ド ポ ン ド

X52週 ×2.9人 ×1,870万 世 帯 ノ

24億2,740万 19億3,150万 4億9,590万

合 計 248億7,205万 ポ ン ド 10.2

ポ ンド ポ ンド ポ ン ド

注1公 共放送 と民間放送別の週 間1人 平均 の視聴価値 を試算するにはウーバ ー博士が した ようにそれぞれの週平

均 視聴回数がい くつか を調べ る必要 がある。 しか し同博士はそれを調査 してい ない。調査 の対 象 となった34

番組の値段 を単純に合 計する と9.75ポ ン ドとな り,ウ ーバー博士 が視聴 回数 とか けて得た8.82ポ ンドと0.93

ポ ン ドの差が生 じる。 この ままでは,博 士 の計算 と違いが生 じるこ とになる。そのため,次 の様 な調整 を行

って公共放送の1人 週平均の視聴価値 を3.73ポ ン ド,民 間放送を5.09と 設定(計8.82ポ ン ド)し て便益計算

の基礎 とした。

① 単純合計額の9.75ポ ン ドの公共放送 と民間放 送の内訳 を計算する(4.12ポ ン ドと5.63ポ ン ド)。

② この内訳 の比率 は42%と58%で あるので,そ れ を9.75ポ ン ドと8.82ポ ンドの差0.93ポ ン ドにか けて,公 共放

送分 の差 と民 間放送分の差 とした(0.39ポ ン ドと0.54ポ ン ド)。

③ それぞれの値 を①の公共放送 と民間放送の内訳(4.12ポ ン ドと5.63ポ ンド)か らひ くと,残 りが3.73ポ ンド

と5.09ポ ン ドとなる。

注2番 組 受信 費用 は公 共放送 と民間放送 の視 聴比 率48.1%と51.9%(Broadcast誌 に よる1985年 の4月 ～9月 の

平均)に よって配分 した。
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る。さらに民間放送はテレビ放送全体を下廻

っているなど,日 ・英とも同一の傾向を示 し

ていることが注目されよう。

なお,日 本の公共放送と民間放送の費用便

益分析の研究例としては,他 に慶応大学の丸

尾直美教授 を中心とする研究があり,そ こで

は分析の枠組 を整理するとともに(厂公共放

送の財政基盤」一現代経済研究センター1984

年),両 者の便益比較について次のように分

析 している(注23)。

「1983年時点でNHKの 平均視聴率は民放

の平均視聴率 の46.2%で あ るの に対 して

NHKが 国民か ら徴収 している受信料 は民放

の広告費の30.9%で ある事から,NHKの 放

送1単 位当りの純ベネフィットが民放 と同じ

であるとすると,NHKの 方が国民の負担当

りのベ ネフィッ トは大 きいという事がいえ

る。」

表4日 本のテレビ放送の便益費用比率(1985)

区 分 ①年間の便益
② 年 間 の 費 用 ③便益費用比率

(O=0)制作 ・放送費用 番組受信費用

全 国 13.5兆 円 1.97兆 円 1兆2,525億 円 7,175億 円 6.9

注1

注2

注3

備考

静 岡市民の評価 値が全 国民 の評価値 と差 がなければとい う仮定の もとに試算(NHK教 育テ レビと民放CMを の

ぞ く,以 下同 じ)

便益 は上述 の世帯あた りの評価値 ×37,980千 世帯('85年 国勢調査値)

費 用はNHKの 昭和60年 度受信料収入 決算額 の60%(テ レビ費用の相当額)と 民放のテ レビ広告収入 の全額 の

合計(制 作 ・放 送費用)。 番組受信 費用 は 「家計調査年報」 「電力需給の概要」 などか ら世帯 あた りの テ レ

ビ購 入,修 理,電 気代 を もとに試算

有効 回答者 に次 を質問 している。

①番組 の値段 を考えたこ とがあるか

「考 えた ことがある」+「 考 えたこ とはないが考 え方 はよく分か る」が47.3%

②何 を参考 に して考えたか(複 数 回答)の 上位4位

1位 厂㎜ の受信料」29.8%

2位 「ホテルのコイ ンテ レビの値段 」20.8%

3位 「週刊 誌や本の値段 」17.2%

4位 「新 聞の値段」 と 「映画館 や劇場 の入場料」16.7%

表5全 国の公共放送と民間放送の便益費用比率の比較(1985)

区 分 ①年間の便益
② 年 間 の 費 用 ③便益費用比率

(O=0)制作 ・放送費用 番組受信費用

全

国

公共放送 3兆9,015億 円 4,390億 円 2,022億 円 2,368億 円 8.9

民間放送 9兆5,985億 円 1兆5,310億 円 1兆503億 円 4,807億 円 6.3

合 計 13.5兆 円 1.97兆 円 1兆2,525兆 円 7,175億 円 6.9

注1

注2

便益 は週 間便益 に占める公共放送 の便益 の割合い(28.9%)と 民間放送の割合い(71。1%)で 全便益 を配分

費用の うち番組 受信 費用 は総視聴 時間に占める公共放送 と民間放送の視聴時間の割合い('85年11月 のNHK

視聴率調査 による33%と67%)で 配分。制作 ・放送費用 は表3と 同 じ考 え方で試算。ただ し民 間放送 の制作

・放送費 は電通 「日本 の広告 費」による。
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⑤ 世 論 調 査 方 式 に よ るWTP測 定 ア プ

ロー チの 特 質 と課 題

以 上 見 た通 り,日 英 両 国 で テ レ ビ放 送 の支

払 容 認 価 格(WTP)を 世 論 調 査 方 式 で 求 め

よ う とす る研 究 が 進 ん で い る。 つ い最 近 で も

英 の コ ミュ ニケ ー シ ョン研 究 者 と して知 られ

るエ ー レ ンバ ー グ らが 前 記CSPの 受 託 研 究

につ づ き,現 行 受 信 許 可 料 額 を も と に し た

WTP調 査 を行 って,BBCテ レ ビの 有料 方 式

化 に関 す る諸 条 件 を分 析 して い る(Andrew

Ehrenberg&PamMillsViewers'Willingness

toPayInternationalThamsonBusinessPub-

lishing,.1990)0

さて この よ うな,世 論調 査 方 式 に よ って テ

レ ビサ ー ビス に対 す るWTPを 求 め る方 法 に

は どの よ う な特 質 と課 題 が 認 め られ るで あ ろ

うか。

a)特 質

図1は,放 送社 会 経 済 研 究 会 が行 った3回

のWTP調 査(う ち1回 は'86年 富 山 市 で 午

後6時 以 降 の番 組 につ いて 静 岡 市 の調 査 と同

様 の 方 法 で行 わ れ た)結 果 を12の 番 組 種 目別

に整 理 した もの で あ る(蹠 注22)。こ こ で 特 徴

的 な こ とは,

⑦ 劇 場 用 映 画 な ど視 聴 率 もWTPも 高 い

種 目 もあ る 。 しか し芸 能 番 組 な どの高 視 聴 率

番 組 と教 育 教 養 番 組 な ど の 低 視 聴 率 番 組 の

WTPを 比べると,前 者よりも後者の方が高

いことが3回 の調査を通じてみられる。こう

した点からすると,WTPを 世論調査方式で

とらえる方法には,通常の視聴率調査ではと

らえがたい視聴者の反応をつかみうる可能性

があるといえよう。

⑦WTP調 査のさいの質問文は前記のと

お り,「もしお金を払わなければ見 られない

としたら,い くら支払ってもよいと思うか」

という仮定の表現 をとっている。通常,世 論

調査での仮定の質問は,そ の時期,内 容によ

って人々の回答が変化 しやすいことが知られ

ている。 しか し,図1を みるとこれまでの3

回の調査でみる限 りはいつれもそれぞれの

WTPの カーブは,お 互いに交差 したりデコ

ボコにならず,ほ ぼ同じ型を作って上下して

おり,視 聴者の反応がわりに安定 している様

子がうかがわれよう。

これは多分,質 問は仮定の形をとっている

が,質 問の対象がテレビ番組というきわめて

身近かに親しんでいるものであること。また

表4の 「備考」 に示 した通 り,WTPの 金額

の決定にあたって,映 画館の入場料など日常

にある現実の情報価格を参考にしているため

とも考えられる。

◎WTPを 世論調査方式にのせてみるこ

とのひとつの利点は,WTPの ほかに回答者

の年齢,性 別,学 歴等の属性のみならず,学

習意欲,テ レビに対する一般的な意向等さま

ざまな質問を一緒に尋ねてみられることであ

る。これらの結果にクロス集計,相 関分析,

数量化理論等の多次元解析などを加えること

により,WTP評 価の特質をやや構造的にと

らえてみることが可能となる。

表6は その一例で,富 山市の調査をもとに

WTP評 価(こ こでは個人別で月間の値)と

属性,テ レビ視聴行動 ・態度 ・評価,家 計支

出 ・自由時間等の経済,生 活特性,学 習意欲

などとの関連を分析 したものである(踉 注22)。

夕方6時 以降の 「一般番組」(NHK総 合 と
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民放テレビ)のWTP評 価 と関連が薄いのが,

学歴,職 業,家 計支出などである。一方関連

が深いのが,視 聴時間,自 由時間,そ れにテ

レビを他のことをあとまわしにしても優先的

に見る態度,テ レビがためになる,あ るいは

この先 もテレビは自分 に必要だという評価

(必要性),さ らに学習意欲や自動車免許な

どの資格保持等である。

こうした結果をみると,人 々のテレビ番組

に対する価値づけ(WTP)は,学 歴,職 業

などの 「獲得的(業 績的)地 位」や経済特性

など,い わば個人の社会的条件に強 くかかわ

るというよりもむしろ,自 由時間や視聴時間

等のライフスタイルに,さ らにはテレビの視

聴態度や評価,そ れに学習への意欲,資 格保

持などの,い わば自己向上心 とでもいえるよ

うな心理的,内 面的諸条件に,よ り深 くかか

わっているという特質がうかがえよう。職業

や学歴などと関連が薄いのは,テ レビがこう

した 「地位」 とは無関係 に誰でも手の届 くメ

ディアであるという実態が反映されているの

であろう。またテレビの評価などとかかわ り

が深いのは,WTPも また 「意識 された貨幣

価値」 という尺度による番組評価の性質を含

むものだからであろう。

なお,テ レビ評価の中の 「必要性」 との密

接 な関連 は,WTP評 価が現在のテ レビの

「楽しさ」,「有用性」のみならず将来にわた

る効用認知を含んだものであるという意味で

注目されてよい。

b)課 題

世論調査方式によるWTP値 の入手につい

ての第1の 問題点は,番 組ごとに設定する価

格 を変えると,WTPの 総合計が変わって く

るのではないかという懸念があることである。

これを明らかにするためには,例 えば映画館

の入場料や新聞代などの日常的な情報価格に

準拠 して設定 した質問と,そ れから著 しく離

れた質問 とでは回答の出方にどの程度差がで

て くるかなど,実 験計画法の手法などで吟味

表6個 人別月間WTPの 関連要因
一般 番組

(夜6時 以 後)
教育テ レビ

属性
性別
年齢

学歴
職業

経済特性
テレビ台数
ビデオ所有

家計支出

自由時間
情報行動
テレビ視聴時間

NHK志 向

優先視聴
楽しむため

次々見る
専念視聴

他の人と
評価

楽しさ
有用性
必要性

満足度

学習
意欲

資格所持

一1-

(

(一)

0

十

〇

〇

十十

十 十

〇

十 十

〇

-f-

十

〇

十

十十

十十

十

十 十

十 十

(十)

十

十
?

0

0

(十)

0

0

十 十

〇

〇

〇

〇

0
-}-

0

十十

十十

注)十 十、十 プ ラスの相関
一一、一 マ イナスの相関

(十)プ ラスの関係(有 意で はない)

)、(曲 線相関

2変 数間の関連の指標はkendal1のTbで 有意性

は危険率5%

第3回WTP調 査C86.8)結 果 による

を深めていく必要があろう。

さらに回答者の所得水準によってWTPの

実質的な価値づけが異なる(所 得効果があ

る)と いう問題がある。個々のテレビの番組

のWTPの 場合は,所 得効果が著 しく出るよ

うな大きな金額で尋ねてみることは常識外 と

もいえようが,よ り厳密には所得水準によっ

てウェイ トをつけることも必要であろう。

もう一つの大 きな問題点は,WTPを 世論

調査方式で求める方法から得られるものは,

個別番組から各個人が入手する直接の効用

(満足感)が 中心であって,放 送が政治的,

社会的態度の形成や文化的同一性の維持など

に果たす,よ り累積的で長期的な効用全体が

とらえにくいということである。これは暴力

番組の青少年に与える悪影響など,い わば放
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送の社会的費用とみられる面の把握について

も同様で,な かなか量化 しにくい部分の費用

便益測定手法を開発 していく必要があろう。

アメリカにつづきオランダ ・イギリスなどで

発達 しつつある広義の 「社会的費用便益分

析」では,例 えば公団等の高速道路建設投資

評価で,通 行料収入 と道路の建設,維 持費用

の差など,そ の事業体のみに属する収支の差

だけでなく,建 設に伴う騒音等を社会的費用

に,ま た移動時間の短縮化などの社会的なプ

ラスの効果を社会的便益に含めているという。

こうした広義の 「社会的費用便益分析」の放

送への応用には,経 済学者のみならず,社 会

学者,社 会心理学者,マ スコミ論の専門家な

ど非経済学の分野からの協力が必要であろう。

研究上の課題としてはこのほかにも,個 別

番組の視聴率が低い教育テレビや,WTPが

質問 しにくいと思われる民放CMの 効用測定

という問題 もあろう。

しかし,こ れらの課題解決に積極的にとり

くみ,必 要な改善が施されていけば,一 昔前

に限界効用学派が主張 したように,放 送の

厂価値の起源」がどのような社会的
,心 理的

条件に結びついているかなどがより詳 しく分

析で きて,視 聴者のWTP評 価の合計が便益

の総計を示す という放送の 「主観的価値理

論」がより強固になるとともに,費 用便益分

析応用の可能性がいっそう広がることが期待

できよう。

(3)放 送番組の国際貿易に関する研究

① 民営化の影響

前述のように衛星の発達その他の技術的要

因や規制緩和等の制度的要因とも結びついて,

放送市場の国際化が進み,こ れに伴って番組

の国際貿易 に関する経済学的分析を扱う文献

も多 くなっている。その一例がアメリカの経

済分析 の専門家であ るワイル ドマ ンらの
厂ヨーロッパのテレビの民営化一国際番組市

場 に与える影響」(注24)である。 これはタイ ト

ルが示す通 り,ヨ ーロッパの番組市場におけ

る民営化の短期的,長 期的影響を論 じたもの

である。筆者はまず短期的影響 として ①商

業放送向け番組需要量の急増 ②これに伴う

番組購入者間の競争の激化 ③番組価格の上

昇をあげている。こうした変化から最大の利

益 をあげているのがアメリカの番組業界で,

自国の大きな国内市場を利用 して,高 額の番

組制作費用をも回収できるので,そ の後は巨

大な英語圏国際市場に向けて安い価格で取 り

引きが可能になり,そ の結果国際番組貿易の

世界で占めるアメリカの比重がもっとも高 く

なっていることを指摘 している。 しか し長期

的影響としてはこうした短期的影響がどこま

で もつづ くというわけでなく,逆 にヨーロッ

パ制作番組の割り合いが長期的には増加 して

い くだろうと予測 している。これにはラテン

アメ リカでの調査結果が引用 されてお り,

ヨーロッパにはさまざまな言語があるので,

一般の視聴者は(か
っての日本がそうであっ

たように)最 初は外国番組 を歓迎するが,最

終的には自国語番組の方を自然に好む傾向が

ある。またヨーロッパでは国際共同制作や自

国産業保護の立場から番組輸入制限規制を強

化する動きも一部に出ている。さらにより豊

かなヨーロッパ主要諸国には,潜 在的に商業

放送産業を維持する能力が十分にあ り,長 期

的には民営化はヨーロッパのテレビ産業のみ

ならず,映 画産業をも再び活性化する契機と

なると予測 している。

② テレビ市場国際化の分析

先のコリンズらの 「テレビの経済学」にも

「テレビ番組市場の国際化」 と題する長文の

論文がある。彼 らはまず古典的な貿易理論で

あるリカードの比較生産費説を引用し,ア メ

リカを成功させた要因のうち英語という言語

的要因や国内市場の大きさ等は 「古典的な比

較優位の特質として定義することができるだ

ろう」(注25)とのべている。またカナダ,オ ー
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ス トラリア等の英語圏諸国では,ま だ不十分

な発達段階にある国内の番組制作産業に対 し,

補助金政策をとっている(カ ナダでは一定の

資格をもつプロダクションには番組制作費用

の45%を 補助 している)。 しか しカナダ政府

からの受託調査結果によると,こ の公的援助

が所得,税 収,国 際収支に与える効果はあま

り高 くない。従ってこの政策が支持 されるの

は次の2つ の理由があるだけである。即ちそ

れが社会的,文 化的便益のような正の外部効

果がある時と,も し成熟 したさいには将来国

際的に競争できるほどの幼稚産業を保護育成

する時であるとのべている。

さらにコリンズらはテレビ市場の国際化が

当面する大 きな問題の一つは,輸 入番組がそ

の制作国の言語や規範,価 値観 をも同時に他

国へ輸入 してしまうことである。これを著者

は放送の文化性 と番組貿易という経済性の追

求 との対立の問題 として とらえている。とり

わけフランス語圏ではミッテラン社会主義政

権 によって 「文化 としてのフランス語圏」

(LaFrancophonie)の プランが打ち出され

た。「国際的なテ レビ番組の消費に対す る文

化的,道 徳的,宗 教的警告は,輸 入された価

値はその国の道徳的規範に対 して悪い影響を

与えるという考え方に基づ く保守的な警告で

ある」(麟 注25)。テレビが国境をこえればこえ

るほど国家の主権 と文化の独自性を保つ こと

が困難になるので,政 治,経 済,文 化の諸制

度の再調和化が求められると著者はのべてい

る。

③ 市場国際化にかかわる今後の研究課題

試みに研究方法論上の課題と研究内容上の

課題の二つに分けて考えてみたい,前 者につ

いてはまず何 といって も国際市場にかかわる

資料,デ ータ類の整備であろう,コ リンズら

は例 えば イギ リスの番組貿易量 について

OECDの 数学 と英国貿易産業省(DTI)の 数

字とに 「不愉快なほど大 きな差がある」との

べ,「 この差はこれらの貿易および情報部門

の貿易について一般的に入手可能なデータの

不確実性の兆候でもある」と指摘している(出
焦注25)。 また番組には単なる交換 と交易の二

つがあるので,年 が異なると同じ番組が貿易

された ものの区分と貿易されないものの区分

の間を移動するという難点がある。さらに映

画の中にテレビ番組をあやまって分類 したり,

貿易報告の様式が事業体によってマチマチで

あったりすることがあるとのべている。著者

のこの論文にはさまざまな図表類がその出典

とともに収集 されてお り,有 益なものが多い。

しかし番組の国際貿易が進展すればするほど

この分野の研究の発展にとって資料の体系的

整備のみならず,資 料 ・データの公開性 と接

近性の確保がいっそう必要になることは明ら

かであろう。

研究内容上の課題として大きいのはやはり

コリンズらの指摘にあるように文化対経済の

問題であろう。文化の生産,流 通,消 費が超

国家的になればなるほど,と くに資本主義対

社会主義というイデオロギーを異にする地域

をこえるようになればなるほど,番 組に含ま

れる文化的性格 と経済的性格の関係はますま

す複雑に交錯 して くるであろう。現在東欧で

進行中の政治 と社会の革命的変化の背後には,

通信,放 送衛星やケーブルテレビ,ビ デオな

どの隋報技術による西欧側の情報流入の影響

が無視できないとの指摘 もある(注26)。コリン

ズ らが主張す るように,こ うしたコ ミュニ

ケーション革命 と国民国家 としての一国 レベ

ルの運営という国家のあり方 との関係をどの

ように発展的に調整していくか,そ してその

中でますます国境をこえてい く放送の公共性,

文化性 と経済性との間をいかに調和ある形で

制度的にも再構築 してい くのか,こ の分野で

も経済学者 と政治,社 会,法,文 化 にかかわ

る専門家との学際的研究体制の確立が要請さ

れるのではなかろうか。

以上放送が当面する諸問題に経済学的接近
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を試みた若干の文献例 を紹介した。これらの

他にもいわば放送の理論経済学の構築をめざ

すM.ケ イブの論文(注27),放送規制と競争を

めぐる経済学的研究,放 送の財政や番組制作

費用分析,放 送の財源方策に関する研究など

多 くの文献を吟味した。 しかしこれらの報告

は紙幅の関係で別の機会にゆず り,次 に放送

の経済的要素拡大をめぐる非経済学の分野か

らの研究事例の分析に移 りたい。

(4)経 済的要素拡大下におけるテレビのため

の公共政策

① 新 しいテレビ市場における公共政策の

役割

前出のブラムラーには標記を題名とする論

文(1989)が ある(注28)。彼 はそこで商業的,

経済的要素をしだいに濃厚 にしていくテレビ

放送の世界に何が起きているかを分析すると

ともに,前 出のホフマン=リ ームが指摘する

ように経済的価値をしだいに重視 していく放

送政策に,社 会学者として一種の危機感を表

明しこうした状況における今後の公共政策の

役割とは何かを改めて検討 している。

まず彼 はメディアの多様化,放 送の国際化

は産業活性化などのプラスもあるが,同 時に

多 くのマイナスを招いていることを指摘 して

いる。例 えば外国と国内の両方によく売れる

ような利潤最大化 をめざす番組や体制順応的

な番組が急増し,番 組の質的低下と種類の限

定化が進むとともに,多 くのチャンネルを寡

占的に所有する危険が高まっている。この結

果少数者向けを含め,良 質で多様な番組を提

供するという公共放送の番組編成基準が無視

されて,社 会的統合機能をはたす全国向けテ

レビの弱体化が始 まっているなどである。こ

うした状況 に対 して彼が強調 しているのはテ

レビは一つのビジネスであるが,重 大な社会

的影響をもたらす特別のビジネスであること

を忘れてはならないこと。さらに自由市場論

者は市場メカニズムによって重要な番組ニー

ズをみたしうるものと暗黙のうちに仮定 して

いるが,市 場が最も実現 しそうにない技術的

豊かさと多様なニーズが存在する。経済的,

政治的,文 化的事情にかかわらず,す べての

人がアクセスできるような社会の公共空間が

維持されなければならない。それが公共放送

の役目である。しかし公共放送だけあればよ

いというのではなくて,す べての番組種 目に

ついて公共放送のほかに民間放送や有料放送

などが提供するものもあるという状況が望ま

しいのである。テレビのための公共政策の目

的は,番 組編成の多様性,全 国的なコミュニ

ケーションシステムへの完全で公正なアクセ

スを保証することなどであ り,一 国のコミュ

ニケーションの未来を完全に市場に委ねよう

とするのはおろかなことである。公共政策の

目的を従来のように電波資源の希少性の管理

規制からむしろ多様なメディア資源の潜在的

可能性を保護 し,そ の全面的な実現を促進す

る方向へ転換 していかねばならないというの

が彼の論旨である。また彼は,最 近放送につ

いての経済学的アプローチが盛んになってき

たが,そ れを批判する側の理論構築が十分で

なく,伝 統的な公益原理の枠を出ていないこ

とが多い。そして信託モデルの説 く公益原理

を再定義し,公 共政策に上記のような新 しい

積極的な役割を与えるような論文が少ないが,

自分はそうしたことを目標としでめざしてい

きたいとのべている。

② 放送の公共政策に関する研究の課題

彼の論旨の一つは上述の通 り 「すべての番

組種 目」 をカバーする公共放送と民間放送併

存の必要性を認めている点からいって,す で

にヨーロッパ大陸で新 しく定着 しつつある公

/民 併存体制の有効性の強調にあることが知

られよう。

この種の主張は,実 はブラムラーのみなら

ず他のヨーロッパの非経済学の分野からの放

送研究文献にもあらわれている。例えば前出

・'



のホ フマ ン=リ ームは同 じ引用論文 の中

で(注i),「今後重要なことは放送規制が市場

モデル と調和 しつつ,放 送の新 しい時代へ

「秩序ある参入」をしていくことが政治的,

経済的に認められることである」 とのべてい

る。また冒頭で紹介 したケネス ・ダイソンと

その同僚の ピーター ・ハンフリーの両研究者

は 「西欧のニューメディア政策一放送の規制

緩和 とメディア多様化」という論文(注2の蝋に収
載)の中で,放 送市場拡大を受けて公共,民 間

両部門を包含する新 しい枠組一メディアへの

より大きな接近と非集中化,ア カウンタビリ

ティが確保 されるような諸条件を組み入れた

枠組一 を確立する必要があると主張 している。

またわが国で も 「放送の社会的価値最大化を

図ろうとする試み」として,多 様な技術のも

とで進展 しつつある 「放送」の展開に向けて

「組織 ・財源や規制形態を異にした多様な放

送主体問の競争を構造化」 した 「多構造的な

放送秩序」の構築の必要性を唱える研究文献

も認められる(注29)。

これらの主張は現在単一の国民国家のレベ

ルで成立 している放送の公民併存体制に大き

な有効性を認めた上で,さ らにそれに改善を

加え,現 在 よりはるかに社会的,文 化的,経

済的に,ま た国際的にも有益かつ適切な新し

い体制を構築する必要を説 くものと思えるの

である。今後の放送のための公共政策の研究

目標の一つは,そ の中で多様なメディア資源

や番組 組織や人々が,そ のもてる創造的な

潜在能力を全面的に引き出されうるような,

現在 よりもいっそう質の高い,よ り構造的に

高度な,放 送における公民併存体制の刷新を

めざすことにあるのではあるまいか。

3ま と め

以上,放 送の諸問題にかかわる経済学,非

経済学両分野からの若干の研究文献事例につ

いて紹介 と分析を試みた。両分野間の関係に

ついては,以 上の吟味の中で も,ブ ラムラー

論文がのべるように放送の経済学的分析の進

展がそれに対する批判的理論の保守性を自覚

させたり,ま たコリンズらの論文にあるよう

に,あ まりにも文化主義一辺倒のアプローチ

が経済学者の批判を促すなどの例がみられた。

ここでは放送の諸問題を扱う上で経済学的分

析が非経済学の分野からする放送研究に,ど

のような寄与をなしうるか,ま た逆に非経済

学の分野からの研究が放送の経済学的分析に

いかなる貢献をなしうると考えられるか,そ

の可能性の一端を理論的側面と方法論的側面

に分けて整理 しておきたい。

(1)経 済学的研究からの寄与の可能性

まず理論的側面では例えば放送政策の面と

の関わ りが考えられる。コリンズらが指摘す

るごとく,放 送といえども社会的に希少な資

源の配分を受け,そ れを消費する産業である

ことに変わりはない。テレビの費用便益分析

の例にみられたように,そ れではどれだけの

資源がどのように消費され,ど れだけの成果

を達成 しているか,厚 生経済学の理論 と方法

からの寄与があ りうるであろう。そしてその

研究成果は公共放送と民間放送の便益費用比

較などにみるように,最 適な放送体制のデッ

サンのための,視 聴者の評価 を含んだ新 しい

検討材料を提供するものともなろう。

政策面に関するもう一つの可能性は,こ れ

までマスコミ研究が明らかにしてきた研究成

果を補強 しうる点である。従来放送の規律根

拠の一つ となっている 「社会的影響力」は,

経済学でいう財やサービスの外部効果と内容

的に近い部分を含んでいる。広義の 「社会的

費用便益分析」を発展させて,放 送の社会的

影響力の特性に関する研究に接近 していく可

能性が考えられよう。また公共/民 間併存体

制の最適化あるいはその相乗効果の極大化 に

ついても,経 済体制論で扱 う混合経済体制理

論 より発展させて,ど ちらのセクターの,ど

ういう部分にどう資源をより多 く配分すれば
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総社会的便益や相互補助効果がさらに豊かに

なるかなどのアプローチが考えられよう。

方法論的側面では経済的分析の方法 とデー

タを提供していくことがあげられる。放送の

経済学的分析の事例には今 まで見た如 く,理

論と応用の関係が密接なものが多い。例えば

番組市場の国際化の実態分析にしても,比 較

生産費説の理論をもとに,比 較優位にあたる

要因(英 語など)を 析出し,英 語番組の市場

占拠率の実証分析に進んでいる。またテレビ

の費用便益分析で も厚生経済学の消費者余剰

の理論 とコス トベネフィット分析の方法を

ベースに定量的接近を図っていくというアプ

ローチがみられた。方法論的側面に関しては

これらのほか,番 組制作 コス ト,財 源,放 送

インフレーション(一 般のインフレ率より,

スタジオの舞台設定に使 う材木などの物件費

や映画などの番組調達費,ビ デオの在庫代等

のイ ンフ レ率が高い こと。'79年 ～'85年 の

BBCの テ レビ支 出合計 の年平均増加率 は

15.82%,消 費者物価指数でみた一般的イン

フレ率が10.24%で,こ の差の5.58%がBBC

テ レビのBroadcastinglnflationだ とす る研

究論文がある(注3°))の分析,あ るいはケーブ

ルテレビや有料テレビ,商 業放送の需要,市

場分析など経済学のアプローチが寄与 しうる

領域は少なくないようである。

(2)非 経済学的研究分野からの経済学的アブ

ローチへの貢献の可能性

ブラムラーがのべるように理論面では,放

送の文化的価値,あ るいは 「市場の失敗」の

可能性を内在する放送の公共的,社 会的価値

の存在を,経 済学的研究に向ってたえず強調

することであろう。こうした強調は放送の経

済的,商 業的要素のみを一方的に過大視する

危険を救う上で役立つであろう。このことは

ブラムラー論文のほかにも,例 えば冒頭近 く

で引用 した,市 場競争原理 を最大限に尊重す

るファウラーらの論文に対する,わ が国の放

送問題総合研究会の批判などによくあらわれ

ている所である。

方法論的側面では,従 来放送研究が営々と

してつみあげてきた放送に関するさまざまな

研究の方法 とデータを放送の経済学的研究の

材料 として提供することがあげられる。先の

テレビの便益分析の一部には視聴率調査の結

果が利用されていた。視聴率調査は5分 ある

いは15分 など,厂分」の レベルで視聴者の視

聴行動を記録 している。放送産業ほどその消

費者の実態を示す膨大なデータを有する産業

は珍 しいのではあるまいか。

(3)社 会科学における 「二つの文化」と融合

の可能性

以上みるように,非 経済学の分野からの研

究 と経済学分野からの研究は相互に協力 しう

る十分な可能性があるものと考えられる。事

実冒頭でのべたように,最 近の経済学的研究

の文献例には,社 会学者等との共著が目立っ

てきた。かつてイギ リスの科学評論家,C.

P.ス ノーは 厂二つの文化 と科学革命」 とい

う書をあらわ して,こ の世界には自然科学と

人文科学という二つの文化があり,そ れぞれ

がお互いの分野にあきれるほど無知であると

批判 を加えている(注31)。同じ社会科学の中で

も経済学 と従来の放送研究の問にはやはりこ

の 「二つの文化」に近いものがあり,そ れが

いわば研究上の経済対文化の対立問題として

あらわれていたようにも思われる。C.P.ス

ノーが上述の批判を行ったのは1959年 のケン

ブリッジでの講演である。 しか し前述のよう

に放送研究における最近の両分野からの学際

的な研究文献の出現やブラムラー論文のよう

な放送経済学批判の保守性をのりこえていこ

うという意欲的な文献に触れてみると,放 送

研究における 「二つの文化」の間の距離 はス

ノーが批判 した自然科学 と人文科学よりも短

く,し か もそれは21世紀に向かってさらに短

縮されうるものとも思われる。今後経済学と
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非経済学の分野からの知的営為の問には相互

補助効果と融合的な関係がいっそう進んで,

やがて放送研究に新しい進展が用意されるも

のと期待 したい。

('90年10月)
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